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• 2024年度から、働き⽅改⾰の⼀環として、トラックドライバーに時間外労働の上限を適⽤。物流の効率化が急務。
• 2025年４⽉から「物流効率化法※」を⼀部施⾏。全ての荷主に対して、荷待ち・荷役時間の短縮、積載効率向上の努⼒義務

を措置。本年８⽉に、特定荷主の指定基準等を定めた政令を公布。
• 2026年４⽉から、⼀定規模以上の荷主に対して、定期報告等の義務を導⼊。

• 全ての荷主（第⼀種荷主及び第⼆種荷主）に対し、①積載効率の向上、②荷待ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮の努⼒
義務を措置（2025年４⽉施⾏）。

• ⼀定規模以上の荷主（特定荷主）に対し、①中⻑期計画の作成、②努⼒義務の遵守状況等の定期報告、③責任者（物流
統括管理者）の選任の義務を措置（2026年４⽉施⾏）。

第⼀種荷主 ︓ 運送事業者と
契約している事業者

第⼆種荷主 ︓ 運送事業者との
契約はなく、受け取りや引渡し
のみ⾏う事業者

※ 物資の流通の効率化に関する法律 （令和６年５⽉15⽇公布）

特定荷主の指定基準 ＝ 前年度の取扱貨物の合計重量※１、２、３が９万トン以上

２．荷主の区分 ３．努⼒義務の具体的内容
荷役等時間の短縮荷待ち時間の短縮積載効率の向上
・荷捌き場の確保
・出荷時を想定した荷
積みの⼯夫 等

・出荷・納品⽇時の分散
・予約システムの導⼊
等

・余裕を持ったリードタイム設
定

・納⼊単位・回数の集約 等

取組の
具体例

４．特定荷主（義務の対象）の指定基準

１．物流効率化法における荷主に対する規制措置

※１ 荷主事業者ごと（会社単位）に、第⼀種荷主、第⼆種荷主のそれぞれの⽴場で取り扱った貨物について算定。
※２ 取扱貨物の重量は、貨物の受け取り、引き渡し分を合算して算定。
※３ 第⼆種荷主であって、荷物の受け取り等の⽇時や時間帯等を指⽰できないものの重量を除く。

物流効率化法の概要

※ 第⼆種荷主であって、荷物の受け取り等の⽇時や時間帯等を指⽰できない場合、「荷役時間
の短縮」のみ対象。
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 2024年5⽉15⽇ 物流改正法 公布
 2024年6⽉〜11⽉ 第１回〜第４回合同会議（規制的措置の施⾏に向けた検討・取りまとめ）
 2024年11⽉27⽇ 合同会議取りまとめを策定・公表
 2025年１⽉〜３⽉ 荷主の判断基準（努⼒義務として取り組むべき措置）等、法律の施⾏①に向けた

政省令の公布

 2025年４⽉１⽇ 法律の施⾏①

 2025年８⽉ 法律の施⾏②の運⽤等を定めた政省令の公布

 2026年４⽉１⽇ 法律の施⾏②

 2026年５⽉末（想定） 特定荷主の届出〜指定⼿続
→荷主は、指定後速やかに物流統括管理者の選任届出

 2026年10⽉末（想定） 中⻑期計画の提出 ※初年度のみを想定

 2027年７⽉末（想定） 定期報告の提出

今後のスケジュール

基本⽅針、荷主等の努⼒義務・判断基準 等

特定荷主の指定
中⻑期計画の提出・定期報告 等

2025年度中
特定荷主の指定に向け
取扱貨物重量を把握

2026年度〜
定期報告に向け
・実施状況把握
・荷待ち時間等の計測※
※省略できる場合あり（P.5参照）
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物流効率化法への対応のフロー図
全ての荷主等 特定荷主

努⼒義務への
対応

取扱貨物重量
の把握

特定荷主の
指定の届出

物流統括管理
者の選任

中⻑期計画の
策定

定期報告の
提出

評価・公表

・運送委託／貨物受渡しのパターンを把握 →⾃社が改正物効法上のどの荷主に該当するかを把握
・各施設／運⾏における努⼒義務の取組状況を整理
・物流改善に向けた責任者等の体制を構築し、取組を⾏う

・事業者（法⼈番号）ごとに、第⼀種荷主、第⼆種荷主としての年度の取扱貨物重量をそれぞれ算定

・第⼀種荷主、第⼆種荷主のいずれかとして前年度の取扱貨物重量が９万トンを超える場合は、荷主事業所
管省庁等に届出を⾏い、特定荷主の指定を受ける（５⽉末〆・初回のみ）

・特定荷主の指定を受けた後、物流統括管理者を選任し、届出を⾏う（特定荷主の指定後すみやかに）

・運送委託／貨物受渡しの全体像と改善の優先順位・⽅法を検討
・取引先との協議や施設整備などの⻑期的な対応を含めて計画（2026年は10⽉末〆・毎年度提出すること
を基本としつつ、計画内容に変更がなければ５年ごと７⽉末〆）

・努⼒義務の取組状況や荷待ち時間等を把握するとともに、参考情報欄で取引先との協議状況や施設の制約、
業種特性等を⾒える化し、関係者の連携を促す（2027年７⽉末〆・以降毎年度７⽉末〆）

・定期報告や希望する荷主の報告を評価し、優良事業者を公表（2027年度以降）

3※ 特定荷主が⾏う必要のある⼿続きは、原則として届出システムによりオンラインで⾏う予定。システムの取扱いについては、準備でき次第公表。



努⼒義務への対応

■ 努⼒義務への対応としては、業種や現地の実態等に応じて、以下の取組を実施することなどが考えられる。
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積載効率の向上 荷待ち時間の短縮 荷役等時間の短縮
＜第⼀種荷主＞
• 既に適切なリードタイムの確保、⽣産状

況に応じた運送事業者の⼿配により、
⾼い積載率を維持。

• くわえて、以下の取組により積載効率の
向上に努める。

ー丸太については、林道⾛⾏などの状況を
踏まえ、必要に応じて中間⼟場を設置
し、⼤型トラックの使⽤を可能とする。
（第⼆種荷主も同様）

ー⽊材製品については、複数の搬送先の
貨物を合積み。

＜第⼆種荷主＞
• 第⼀種荷主からの出荷時期に関する

相談等に対し、柔軟に対応。

＜第⼀種荷主＞
• 複数⾞両の集荷時刻が重ならないよう

配⾞時間を調整。
• 荷役作業中の⾞両が集中して荷待ち時

間が⽣じることがないよう、⼗分な荷役ス
ペースを確保。（第⼆種荷主も同様）

＜第⼆種荷主＞
• 基本的に受渡し時間の指定はされてい

ない。
• 受渡しの予定が分かった時点で、可能な

範囲で他の受渡しと時刻が重ならないよ
う調整。

＜第⼀種荷主＞
＜第⼆種荷主＞
• 既に重機による積卸しや荷役作業員

の適切な配置、荷捌き場の確保、によ
り荷役時間を短縮。

• くわえて、以下の取組により荷役時間の
短縮に努める。

ー出荷先や、出荷時の荷姿を想定して
⽊材を配置。

ー安全で効率的な積み卸しが可能となる
ように⽊材の置き⽅を⼯夫。

ー積卸し場所の位置や⽊材の規格等の
情報を事前に運送事業者へ提供。

ー丸太の計測は、⾃動選別機（丸太の
⼨法等を⾃動計測する機械）を活⽤。

※ 第6回農林⽔産品・⾷品の物流に関する官⺠合同タスクフォース（R7.3.10）における全国⽊材組合連合会資料から抜粋



取扱貨物の重量の主な算定⽅法は以下のとおり。
① 実測
② 単位数量当たりの重量×数量（個数など）
③ 容積を当該対象貨物の重量に換算
④ トラックの最⼤積載量⼜は平均積載量×台数
⑤ 売上額⼜は仕⼊額÷単位重量当たりの額 等

特定荷主の指定・義務に関する主なポイント

中⻑期計画
○作成期間
・ 毎年度提出することを基本としつつ、計画内容に変更がない限りは

５年に１度提出

○記載内容
（１）実施する措置
（２）実施する措置の具体的な内容・⽬標等
（３）実施時期 等

定期報告
○記載内容
（１）事業者の判断基準※の遵守状況（チェックリスト形式）
（２）判断基準と関連した取組に関する状況（⾃由記述）
（３）荷待ち時間等の状況【荷主等】

○荷待ち時間等の状況の計測⽅法
・ 取組の実効性の確保を前提としてサンプリング等の⼿法を許容
・ 荷待ち時間等が⼀定時間以内の場合には報告省略が可能 等

＜重量の算定⽅法＞

＜中⻑期計画・定期報告の記載内容＞
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・②の「単位数量当たりの重量」、③の「容積を当該対象貨物の重量に換算」、
④の「平均積載量」、⑤の「単位重量当たりの額」については、事業者に
おいてサンプル調査を⾏い設定することが可能。

・③の「容積を当該対象貨物の重量に換算」について、例えば、１㎥＝ 280kg
として換算することが可能。

＜荷待ち時間の報告省略＞
以下の場合には、荷待ち時間等の報告を省略することが可能。
① 荷待ち時間等が１時間未満の場合
② 業界特性等により荷役等時間の短縮が困難な場合※

※重量物を扱うことから、安全確認等のため時間を要する場合など。
例えば、重量物かつ⻑⼤でクレーンでの吊り上げ等により積卸しする必要があり、荷役時間を短縮することは技術⾰新がない限り
難しい場合などで、原⽊の運搬はこれに該当する。

※ 努⼒義務として取り組むべき措置について国が策定したもの。
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『「物流効率化法」理解促進ポータルサイト』では、荷主の努⼒義務や判断基準についての
解説などのほか、説明会の予定など物流効率化に資する情報を発信しております。

○「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/

（参考）「ポータルサイト」について

物流効率化法の理解を促進するためのポータルサイトを開設しました


